仕　　様　　書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　環境政策局 西京まち美化事務所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（担当　中村 飛永　電話391-5983）
	
	件名
	西京まち美化事務所外周側他修景作業業務委託
	

	
	契約期間
	令和８年６月１日　～　令和８年１２月２８日
	

	
	契約条件
	１　委託目的
　　京都市 環境政策局 西京まち美化事務所（以下「事務所」という。）における植栽の修景及び美観の保持を目的とし、敷地内除草及び庭木剪定業務を委託するものとする。
　　なお、本仕様書で発注者である京都市を甲、受託者を乙とする。

２　業務の実施
　　乙は、業務の実施に当たり、必要要員を作業実施者として事務所に派遣し、業務に当たらせるものとする。
　　また、作業実施者は、業務及び作業に適した服装、履物を着用し業務を行う。

３　業務の内容
　　敷地内除草及び庭木剪定業務に関して、事前に事務所と打ち合わせのうえ、下記及び別表の作業に当たるものとする。
1） 敷地内除草については、フェンス・擁壁の葛等の除去を含み、別図１、別図２で示した対象箇所において、機械刈り、人力除草を併用するものとする。
2） 庭木剪定業務については、徒長枝、枯枝及び弱小枝等の不要の枝を除去し、樹形を整えるものとする。
3） 作業に必要な機材については、乙が自ら用意したものを用いること。
4） 除去・除草・剪定した枝木葉については、乙が集積・運搬し適正に処分すること。

４　業務の日程
　　乙は作業計画案を策定し、事務所が承認した作業計画に基づき、実施するものとする。

５　実施期間と回数
　１)前期　令和８年６月１日から令和８年７月３１日までの期間中、対象箇所につき１回
　２）後期　令和８年１０月１日から令和８年１１月３０日までの期間中、対象箇所につき１回

６　作業日時
　　事務所と日程調整のうえ、土曜日又は日曜日に実施すること。

７　安全管理
　　乙の作業実施者に係る安全管理については、乙の責任において行うこととする。

８　業務の報告
　　乙は、５の前期・後期の業務完了後、前期・後期ごとに事務所修景作業完了報告書（様式任意）を作成し、作業前後の現況写真を添えて甲に提出し、契約期間中に甲の確認を受けるものとする。

９　委託料の支払
　　８の事務所修景作業完了報告書を甲が確認後、乙からの請求書受理後　３０日以内に支払うものとする。乙が前期・後期ごとに請求書を提出したときは、その都度実施済み分について支払うものとする。
	


　注　本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。


